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は じ  め に

　 デザイ ン性に優れ、 安全が確認さ れた屋外広告物は、 ま ちに賑わいと 活気を も たら し 、 人々

が求める 情報提供に応え、 人々の記憶に残り ま す。 し かし 、 人々のニーズと は反対に、 粗悪な

屋外広告物が氾濫し ていま す。

　 屋外広告物は、 風雨に晒さ れる 屋外に設置さ れる ため、 定期的なメ ンテナンス や更新を 怠る

と 、 強風や大き な地震によ り 倒壊する 可能性が高く なり ま す。 ま た、 デザイ ン性に劣る 屋外広

告物は、 見る 人を 不快にさ せま す。 そのため、 屋外広告物に携わる 者は、 色彩や構成の調和に

関する 高い知見、 計画から 設置ま でのス キル、 点検を 含むメ ンテナンス に精通し ていなければ

なり ま せん。 さ ら に、 建築物に依存する 屋外広告物を 設置する 場合、 建築物に対する 知識や資

格も 必要と さ れま す。 建築物に対する 知識や資格がない場合、 建築士から の指示、 アド バイ ス

を 受けなければなら ないため、 コ ミ ュ ニケーショ ン能力が必要と なり ま す。 こ のため、 屋外広

告物設置に携わる 者は、 単なる 看板屋ではなく 、 広く 建設に携わる 業者と し て、 自覚、 責任、

知識、 技能が求めら れま す。

　 屋外広告物は、 都市景観に必要な構成要素である ため、 計画段階から の景観配慮、 安全が担

保さ れた設計、 設計ど おり に施工さ れたも のでなければなり ま せん。 こ のこ と が守ら れないと

都市景観を 乱すばかり か、 落下や倒壊事故を 起こ し 、 人命や財産に危害を 加える 危険物になる

可能性があり ま す。

　 屋外広告業は、 建設業専門工事業２ ７ 業種の内、 いく つかの専門工事の知識や経験が求めら

れま す。 １ 左官工事業、 ２ と び・ 土工工事業、 ３ 石工事業、 ４ 屋根工事業、 ５ 電気工事業、 ６

鋼構造物工事業、７ 鉄筋工事業、８ 舗装工事業、９ 板金工事業、10 塗装工事業、11 防水工事業、

13 電気通信工事業、 14 解体工事業など の知識や技術が要求さ れる 可能性があり ま す。

　 も し 、 みなさ ま が所有・ 管理し ている 屋外広告物が落下や倒壊事故を 起こ し 、 第三者に危害

を 及ぼし た場合、 長年築き 上げてき た企業や店舗の信頼を 一瞬で失う こ と になり ま す。 ま た、

多額の賠償金や風評によ り 、 業務継続が脅かさ れる 事態に陥る 可能性も あり ま す。

　 こ の「 静岡市つく り かたガイ ド ラ イ ン」 は、 制作時における 留意事項をま と めたも のです。
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１ 章　 屋外広告物を 考える

１  社会における屋外広告物の現状

 屋外広告物は、 イ ン タ ーネッ ト の普及に伴い掲出数を 減ら し ていますが、 ネッ ト にない特徴と 利点を

も っ て いる ため、 その特徴を よ く 分析し て 計画実施する こ と が重要で す。 一方、 屋外広告物の申請率

は、 ３ 割から ４ 割程度、 言い換え る と 未申請が６ 割から ７ 割ある と いう こ と にな り ま す。 自治体から

何も 言われな い、 事故を 起こ し て いな いから 大丈夫等、 いろ いろ な 言い訳を 聞いて いま す。 ど の言い

訳も 不可、 違反処理が行き つく 先は、 業登録を 取り 上げら れ仕事がで き な く な る と いう こ と にな り ま

す。 さ ら に、 未申請の屋外広告物が落下事故や転倒事故を 起こ し た場合、 行政罰だけで はな く 、 刑事

罰を 受ける こ と に繋がり ま す。 その際、 設置業者と し て 報道さ れ、 社会的信用と 信頼を 失墜する こ と

になり ます。

　 未申請屋外広告物は、 自治体によ る 安全確認が行われて いな いため、 事故等の発生リ ス ク が高く な

り ま す。 本来、 設置で き な い場所や工法によ っ て 設置さ れて いる 屋外広告物によ り 、 景観が乱れ、 違

反屋外広告物の呼び水になっ ています。

最近確認さ れた事例では、 コ ン ク リ ート 基礎ではなく セメ ン ト で基礎がつく ら れていたも の、 ３ ０ cm

角で １ ｍの深さ の基礎と 設計さ れて いたも のが、 表面３ ０ cm、 底部１ ０ cmの四角錘にな っ て いたも

の、 崩土が基礎に混入さ れていたも の等、 つく り かたの基本が整っ ていないも のがあり まし た。

静岡市つく り かたガイ ド ラ イ ン （ 以下、 「 ガイ ド ラ イ ン 」 と する 。 ） の役割は、

・ 曖昧であっ たつく り かたを 正し く 矯正する こ と

・ 既存建築物への屋外広告物を 設置する 考え方を 明確にする こ と

・ 落下事故、 転倒事故を 起こ さ ない屋外広告物を つく る こ と

と 考えています。

イ ンタ ーネッ ト の普及に伴い掲出数を減ら し ていますが、

ネッ ト にない特徴と 利点をも っ ているため、 その特徴をよく 分析し て計画実施する

こ と が重要
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１ 章　 屋外広告物を 考える

２  屋外広告物の役割と 必要性

(1 )　 屋外広告物の役割

　 屋外広告物は、 人が行動する ための “し る べ” と も 言えます。 その情報は、 瞬時に判読でき る 整理さ れ

たも ので、 嘘や誇張のない、 正確かつ風紀に適し たも のでなければなり ません。

　 大都市の繁華街には多く の屋外広告物があり 、 まち の潤いと なり 、 活気付ける 大き な要素の一つと なっ

ています。 印刷技術の進化によ る 屋外広告物の大型化・ 鮮明化、 ネオン サイ ン から LED へ進化し た夜の

景色等、 屋外広告物は、 まち の重要な構成素材と なっ ています。 屋外広告物は、 広告主である 会社の安

定性や信頼性の向上、 新商品や新サービ スの周知、 消費者の選択肢が拡がる こ と によ る 生活水準の向上

等、 まち の景観形成の一コ マと いう 役割を 持っ ています。 加えて、 企業のイ メ ージ戦略の要素である こ

と 、 消費者の生活水準の向上に繋がる も のである こ と 、 経済循環を 向上さ せる も のである こ と 、 等様々

な役割を 背負っ ています。 こ のこ と から 、 屋外広告物の落下倒壊事故が発生する と 、 企業イ メ ージを 損

ね、 生活水準の向上の妨げに繋がる と いう マイ ナスイ メ ージを 社会に刷り 込むこ と になり 、 各所のダメ ー

ジは計り 知れないも のになる こ と は言う までも あり ません。

屋外広告物は、 人が行動するための “ し るべ”と も 言えます
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３  屋外広告物の安全点検義務

　 屋外広告物は、 市民の生活の場に設置さ れている こ と を 踏まえ、 更新の際、 安全点検記録の提出が義

務付けら れています。 安全点検を 確実に実施する ため、 静岡市安全点検ガイ ド ラ イ ン が策定さ れまし た。

許可申請書提出時に作成さ れた設計図等を 事前に確認し 、 安全点検を 実施し ます。 設計図等が作成さ れ

ていない場合、 更新が許可さ れませんので、 事前に設計図等の復元を 実施し なければなり ません。 設置

さ れてから の経年、 管理状況を 踏まえ、 安全点検を 義務化し ています。

　 ４  屋外広告物の将来

　 優良な屋外広告物には大き な訴求効果があり ます。 イ メ ージカ ラ ーを 見ただけで製品を 連想さ せる こ

と ができ ます。 し かし 、 情報伝達力と デザイ ン 性が低い屋外広告物は、 何の訴求効果も 期待でき ません。

色の使い方、 コ ピ ーの効果、 設置位置や大き さ 等、 製作者の能力に大き く 左右さ れます。

　 また、 屋外広告物は長期的にその地域に掲出さ れる こ と から 、 地域の景観に大き く 影響を 与え ま す。

広告効果と 景観と の調和のバラ ン スを と り 、 地域に受け入れら れる 広告物でなければ、 広告効果は損な

われてし まいます。

　 屋外広告物は、 大型化や印刷技術の進化によ り 、 画像　 動画等組み入れでき 、 情報量の増加に伴い訴

求力の向上と 、 イ メ ージ鮮明化が図れます。 ネオン サイ ン から LED へ進化し た夜の景色等、 まち の重要

な構成素材と 言えます。

(2 )　 屋外広告物の必要性

　「 広告と は明示さ れた広告主によ っ て、 選択さ れた市場に、 アイ デア、 商品、 ある いはサービ スなどを

管理可能な形態で告知し 説得する 非人的提示及び促進活動である 」 と 定義でき ます。 こ のこ と から 、 屋

外広告物は、 企業理念の鏡であり 、 掲出さ れた商品やサービ スは企業理念を 具体化し たも のである と 言

えます。 さ ら に、 その告知や説得する ための物理手段である 屋外広告物は、 管理可能でなければなり ま

せん。 管理可能と いう こ と は、 法令遵守さ れ安全につく ら れたも のでなければなり ません。

(3 )　 屋外広告物の必須条件

　 多く の屋外広告物は、 企業名や店名、 電話番号等が表示さ れま す。 公衆の知名度が高ければ、 イ メ ー

ジカ ラ ーや商品パッ ケージ、 抽象的な図柄のみで、 その代替が可能と なり ます。 必須条件と し て、 機能

性（ 使いやすさ ）、 審美性（ 美し さ ）、 経済性（ つく り やすさ ） の３ 点にまと める こ と ができ ます。

新たに加えなければなら ない必須条件は、 見える よ う につく る こ と 、 点検でき る よ う につく る こ と であ

る と 考えます。 落下事故を 起こ し た屋外広告物は、 中が見えない、 高所で見難いと いっ た、 いわば、 見え

ないよう につく ら れたも のと いう こ と ができ ます。 見えるよ う につく るこ と は、まち の安全性向上のため、

必須である と いえます。 　
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

１  屋外広告物の分類

　 屋外広告物と は、①常時又は一定の期間継続し て　 ②屋外で　 ③公衆に表示さ れるも のであっ

て　 ④看板、立看板、はり 紙及びはり 札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出さ れ、

又は表示さ れたも の並びにこ れら に類するも のをいいます。（ 屋外広告物法第２ 条第１ 項）

　 街中にある屋外広告物を見ると 商業的な目的で設置さ れたも のと 思われますが、 そう ではな

く 、 具体的なイ メ ージや概念を現し ているも のは、 上記①から ④までの全ての要件を満たし て

いれば、 商業的なも のは勿論のこ と 、 文字で表示さ れていない絵、 商標、 シンボルマーク 、 建

築物のアク セント カ ラ ー等も 、 その表示する内容にかかわら ず屋外広告物と なり ます。 自治体

によっ ては、 独自のルールを定めている場合が多く あり ますので 、 担当部署への確認が必要と

なり ます。 独自解釈は、 違反の温床と なるため、 必ず確認するよう にし まし ょ う 。

　 こ のよう に、 屋外広告物を設置する場合は「 屋外広告物と し て規制を受けるこ と 」 及び「 屋

外に設置するこ と から 安全な工作物であるこ と 」 をまず念頭におかなければなり ません。

製作依頼

設置場所確認  ※規制地域の確認

禁止区域内  ※特別規制地域（第１種、第２種） 禁止区域外  ※普通規制地域（第１種、第２種）

自家広告 案内広告 一般広告 自家広告 案内広告 一般広告

  □建築基準法及び施行令 □景観に係る規制
  □建築基準法及び施行令 □道路交通法（警察）
  □建築基準法及び施行令 □風営法（警察）

規制確認 ※静岡市屋外広告物条例及び規則参照

法令確認

屋外広告物許可申請

規制範囲内 規制範囲外
審議会
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設置する場所の規制と 規制内容を 確認し ます。

２  屋外広告物の規制地域

規制が厳し い 規制が緩い

（ その他の広告物）

（ 道標・ 案内図板）

第 １ 種
特 別 規 制 地 域

第 2 種
特 別 規 制 地 域

第 １ 種
普 通 規 制 地 域

第 2 種
普 通 規 制 地 域

広告物総面積※５ ㎡以内は
許可申請不要

規制地域

広告物の
表示内容

自家広告 広告物総面積※
１ ０ ㎡以内は
許可申請不要

広告物総面積※
２ ０ ㎡以内は
許可申請不要

を ご確認く ださ い。

を ご確認く ださ い。

許可の個別基準 ❶　 ６

をご確認く ださ い。許可の個別基準 ❶　 ６

許可の個別基準 ❷　 ６

申請不要の総面積を超えた場合、

敷地内すべての広告物の許可申請が必要です。

すべて許可申請が必要です。

すべて許可申請が必要です。

設置は不可です

自己の名称、 店名、 商
標等を表示する ため、
自己の営業所、 作業所
等に表示、 設置する 広
告物

案内広告

地図又は矢印を使用し 、
案内対象ま での誘導を図
る も の

一般広告

自家広告や案内広告に該
当し ないも の

※デジタ ルサイ ネージも 原則一
般広告と し て扱いま す。

第１ 種特別規制地域

第２ 種特別規制地域

第1種普通規制地域

第2種普通規制地域

特に、 自然景観、 良好な住宅地などの保全が望まれる地域
（ 第１ 種低層住居専用地域、 風致地区、 文化財から 周囲50m 以内の地域、 史跡、 名勝等）

良好な沿道、 沿線景観など の形成が望ま れる 地域
（ 東名・ 新東名高速道路、 国道1号静清バイ パス 、 東海道新幹線等及びこ れら の周辺地域等）

都市計画区域等で一定の規制が必要な地域
（ 都市計画区域のう ち第1種・ 第2種特別規制地域及び第２ 種普通規制地域を 除いた地域等）

活発な商業活動が見ら れる 商業系土地利用の地域
（ 商業地域、 容積率300％以上の近隣商業地域）
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

３  屋外広告物の高さ に関する規制

屋外広告物は多く 人に訴えかけよう と するあまり 、
高さ や見た目を大きく する傾向にあり ます。

　 屋外広告物面（ 面積） は風圧力を 受ける 最大値、高さ は原則、一番不利な部分を 採用し ます。 法令によ っ

ては、 高さ の測り 方の基準が定めら れている 場合があり ますので注意が必要と なり ます。 地盤に高低差

がある 場合、建築物や工作物へ設置する 場合等、屋外広告物の高さ だけでは決めら れない場合も あり ます。

　 屋外広告物の高さ に関する 規制は、建築基準法施行令第 138  条（ 工作物の指定） によ り 、「 煙突、広告塔、

高架水槽、 擁壁その他こ れら に類する 工作物で、 建築基準法第 88 条及第１ 項の規定によ り 政令で指定

する も のは次に掲げる も のと する 。

　 　

　 三　 高さ が４ ｍを 超える 広告塔、 広告版、 装飾塔、 記念塔その他こ れら に類する も の」 と 定めら れて

いますので、 こ の規定に従っ て計画し ます。

　 建築基準法第 88 条及び第６ 条の規定に基づき 「 ４ ｍを超える」 場合は「 工作物建築確認申請書」

の提出が定めら れています。
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（ 参考： 高さ の算定方法）

・ 野立広告

　 建物等に設置さ れず、 土地に定着し ているこ と

　 設置地盤に傾斜がある場合は低いと こ ろ が設置基

　 準と なる。 　

・ 屋上広告

　 建物等の屋上設置の場合はパラ ペッ ト 等でなく

　 屋根面が看板高さ の基準と なる。

・ 屋上広告

　 階高に含まれないＰ Ｈ 等の屋上に設置の場合は

　 Ｐ Ｈ 等も 含んだ高さ が看板高さ 基準と なる。

・ 壁面突き出し 広告

　 個別の広告を上下に連続し て設置する場合は

　 個々の広告が高さ の基準と なる。

広告

建築物

PH
広告高さ

建物高さ

広告
H

建築物

パラ ペッ ト

屋根面

広告

H

地盤面

建築物

H

H

建築物

取付け材含む

H
・ 壁面突き 出し 広告

　 建物側に連続し て取付材がある場合は、　

　 取付材が高さ の基準になる。 　
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

４  屋外広告物の大きさ と 構成に関する規制

広告物の種類
規制地域

①

②

③

④

⑤

面積

広告物の
面積

面積

2.5m以上
（ 4 .7m以上）

出幅

面積

間隔

面

　積
高

　さ

高

　さ

建 

物 
の 
高 

さ

広 

告 
物 

        

の 

高 
さ

壁面１ 面の面積

第１ 種
特別規制地域

第2 種
特別規制地域

第１ 種
普通規制地域

第2種
普通規制地域

共 通 事 項

高さ は10m以下
( 照明設備を 含
む) 1面の面積
は3 0 ㎡以内 で
ある こ と

広告物の高さ は
5 m 以下で かつ
広告物の設置個
所までの高さ の
2 /3 以下で ある
こ と （ 照明設備
を 含む）

１ 面の面積は20㎡以内である こ と

1本当たり の表示面積は、 1面につき 2㎡以内である こ と

道路の路端から 5メ ート ル以内の範囲に表示し 、 または設置する
場合においては、 相互の間隔は5メ ート ル以上であるこ と

・ 壁面(塀)1面の面積が300㎡未満の場合
   ………………壁面(塀)面積の1/5以内であるこ と
　 　 (壁面(塀)面積の1/5が15㎡未満の場合……15㎡まで可）

・ 壁面(塀)1面の面積が300㎡以上の場合
  ………………壁面(塀)面積の1/10以内であるこ と
　 　 (壁面(塀)面積の1/10が60㎡未満の場合…60㎡まで可)

面積による制限
なし

壁面(塀)1面の
1/5以内であるこ と
(壁面(塀)面積
の1/5が15㎡未
満の場合……
15㎡まで可）

広告物の高さ は
10m以下でかつ
広告物の設置個
所までの高さ の
2 /3 以下で ある
こ と （ 照明設備
を 含む）

壁面から ( 建物の幅
よ り 横に ) 突き 出な
い こ と ( 照明設備を
除く )

照明設備が壁面から 突
き出る場合は落下防止
措置を講じ るこ と

照明設備が道路等に
突き 出ないこ と

木造建築物に設置
し ないこ と

出幅は1.5m以下
であるこ と

上端は壁面を越え
ないも のである こ と

窓その他開口部を
覆わないこ と

壁面(塀)の端から
突き 出さ ないこ と

下端は歩道がある 道
路では地上から 2.5m
以上( 歩道がな い 道
路では4.7m以上）

広告物の高さ は1 5 m 以下で か
つ広告物の設置個所ま で の高
さ の2/3以下である こ と （ 照明
設備を 含む）

野立
広告塔

野立
広告板

屋上
広告

壁面突出
広告

壁面利用
・ 塀利用

広告

のぼり

高さ は15m以下（ 照明設備を 含む）
1面の面積は30㎡以内である こ と

高さ は5m以下（ 照明設備を 含む）
面積は全面で30㎡以内である こ と
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案内広告の許可基準
規制地域

⑥

AA眼科

20m以上

20m以上

3㎡以内→
3㎡以内5m以内

← 野立広告 ← 電柱利用広告

案内広告設置場所

案内
対象

5m以下

建物

R0.5α

7.14α

1.42α

45°

45°

α

矢印の参考図

7 .14α

AA眼科

3㎡以内

3㎡

3㎡

次の信号
右折50m

マーク

○○スト ア
○○店

第１ 種
特別規制地域

第2 種
特別規制地域

※やむを得ない場合・ ・

案内広告の必要な場所及びその
周辺に信号機その他目印等がな
く 、 野立広告の設置スペースが
ない場合等（ 直進で誘導するも
のは不可）

案内広告
の要件

相互間
距離

高さ ・ 面積

電飾設備

広告物
の種類

原則と し て、 案内広告の設置場所から 案内対
象までの経路を 表示し たも のであるこ と (事前
にご相談く ださ い）

案内対象に誘導する ための地図又は矢印を 表
示し たも のであるこ と

案内表示(地図、 矢印、 距離、 誘導文言) の合
計面積が案内広告の面積の1/3以上であるこ と

同一案内対象へ誘導するこ と を 目的と する 案
内広告を 設置する 場合は相互間の距離を 20m
以上と するこ と

表示面積は、 原則片面3㎡以内であるこ と
ただし 、 表側と 同一寸法及び形状の案内広告
を それぞれの裏側が見えないよ う に表示する
場合に限り 、 裏側にも 表示できる

動光(電光掲示)、 点滅照明、 ネオン照明、 光源
が露出し たも の(案内広告を 直接照ら すも のを
除く )を使用し ないこ と

・ 野立広告
・ 電柱、 街灯柱、 消火栓標識柱を利用するも の
・ 建築物の壁面を利用するも ので、 上記基準に
　 加え次の基準に適合するも の（ 判断に必要な
　 書類を準備の上、 事前にご相談く ださ い。

・ 土地の状況等により やむを得ないと みと めら
　 れるも の
・ 当該広告物の上端の高さ は、 地盤面から ５ ｍ
　 以下であるこ と （ 照明設備含む）
・ 表示面積は３ ㎡以内であるこ と
・ 壁面の端から 突き 出ないも のであるこ と
・ 窓その他の開口部を覆わないも のであるこ と

【 基準】

高さ は5m 以下であるこ と （ 照明設備含む）
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

５  屋外広告物の製作の進め方

　 屋外広告物を 設置する 場合に「 ど こ に（ 規制地域）、 ど のよ う なデザイ ン で（ 意匠規制等）、 ど のよ う

な構造物（ ４ ｍ以下若し く は４ ｍ超過）」 と する かで製作する 流れが決まり ます。

(1 ) 広告製作フ ロー図

①自家広告物 の製作フ ロー図

　 自家広告の場合は、次に記す一般広告物と 異なり 、既存の建築物や自己が所有す敷地に設置する 等、

設置個所の範囲が広いこ と 及び作成する 看板の種類も 多岐にわたる こ と から 標準的フ ロ ー図を 定型

化する こ と ができ ませんが、 屋外広告物の製作フ ロ ー図は、 自己が所有する 敷地に野立広告を 設置

する 場合を 想定し 作成し まし た。
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広告主 業者 外注先 行政

設置場所の規制の調査
（ 法令チェ ッ ク リ スト ）
・ 屋外広告物条例
・ 地区計画
・ 景観計画
・ 道路法など

屋外広告設置を決定
候補地の選定

見積依頼

見積

内諾

見積書作成
・ 設置場所の地図・ 写真
・ 看板設計図
・ デザイ ン図

提案

審査

確認

許可

基本設計書の作成
・ 構造計算
・ 地盤調査
・ 構造図、 意匠図
・ 配置図、
・ 工程管理表

審査

許可

完了検査申請書
・ 鋼材規格証明書
・ 生コ ン配合計画書
・ コ ンク リ 圧縮試験
・ その他

必要に応じ

施工方法（ 案）施工方法（ 案）

外注
発注

再度見積

施工・ 作業安全計画書作成
（ 法令チェ ッ ク リ スト ）

看板工事

看板高
４ m

下請
契約

４ m 超過の看板

工事完了報告書

業者に企画見積依頼

建築確認申請

建築主事

建築総務課

審査

建築総務課

４ m 以下の看板４ m 以下の看板 ・ 配置図、 平面図、 立面図
・ 断面図、 使用建築材料表等
・ 配置図、 平面図、 立面図
・ 断面図、 使用建築材料表等

必用に応じ

審査

所轄警察所

自家用広告物の製作フ ロー図

４ m 以下の看板４ m 以下の看板

基礎・ 鉄骨・ 板金・ 仮設等基礎・ 鉄骨・ 板金・ 仮設等

高さ ４ m 超過の看板

申請書の作成
・ 屋外広告物許可申請
（ 必要に応じ ）
・ 道路占用許可申請
・ 道路使用許可申請

看板高
４ m

許
可
受
領

　
契
約
・
工
事

契約

表記内容決定表記内容決定

自家広告物 の製作フ ロー図
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

②一般広告物の製作フ ロー図

　 一般広告物の製作に関わる 流れを 示し たも のですが、 自家広告物と は違い、 民地に看板を 設置す

る こ と から 用地の選定から 地主と の契約に関する 協議が重要な要素を 占める こ と になり ます。

　 また、 看板の効果を 高める ために市街地における 幹線道路沿いを 選定する 場合が多く なり ますの

で、 下水道管やガス管などの埋設物、 電柱や電線等のイ ン フ ラ 確認を 行う 必要があり ます。
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○○医院

広告主 広告会社 地主 行政

許可

完了検査申請書
・ 鋼材規格証明書
・ 生コ ン配合計画書
・ コ ンク リ 圧縮試験
・ その他

屋外広告設置を 決定

候補地の選定
設置場所の規制の調査
（ 法令チェ ッ ク リ スト ）
・ 屋外広告物条例
・ 地区計画
・ 景観計画
・ 道路法など

用地交渉

内諾

見積書作成
・ 設置場所の地図・ 写真
・ 看板設計図
・ デザイ ン 図
・ 広告契約書

申請書の作成
・ 屋外広告物許可申請
（ 必要に応じ ）
・ 道路占用許可申請
・ 道路使用許可申請

許可

施工・ 作業安全計画書作成
（ 法令チェ ッ ク リ スト ）

契約

契約

看板高
４ ｍ

必用に応じ

賃貸借契約書締結

同業者発注の場合

代理店発注の場合

建築確認申請

・ 配置図、 平面図、 立面図
・ 断面図、 使用建築材料表等
・ 配置図、 平面図、 立面図
・ 断面図、 使用建築材料表等

高さ ４ m 超過の看板

高さ ４ m 超過の看板高さ ４ m 超過の看板

工事完了報告書

工事完了報告書工事完了報告書

看板高
４ m

高さ ４ m 以下の看板高さ ４ m 以下の看板

高さ ４ m 以下の看板高さ ４ m 以下の看板

賃貸借契約書（ 案）

内諾

提案

事
前
準
備

↑

↑

提
案

　
　許
可
申
請

許
可
受
領

　
　広
告
契
約
・
工
事

↑

完
工

　
　引
渡
し

確認

建築総務課

審査

建築主事

審査

建築総務課

審査

審査

所轄警察所
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

③ 案内広告の製作フ ロー図

　  案内広告の製作にかかわる フ ロ ー図は一般

広告物に準じ て行いますが、 一般広告と 異なる

点は以下のと おり と な り ま す。 特に、「 案内広

告の許可基準」 が詳細に定めら れている こ と か

ら 、 広告主への提案説明においてはこ の点を 確

実に理解し ていただく こ と が重要と なり ます。

　 看板を 製作する にあたっ ては、 広告主の要望と 規制基準を 如何に適合さ せる かにかかっ ています。 そこ

で、事前段階から 、各種法令による 規制を 確認し 、広告主に対し 自信を 持っ て提案でき るよ う にし まし ょ う 。

　 また、 市街地における 幹線道路沿いにおいては、 下水道管やガス管など の埋設物が多いため、 こ れら

イ ン フ ラ の確認を 行います。 さ ら に、 電照看板（ 野立広告を 照ら す場合） を 要請さ れる 場合は、 低圧線

（ 100V） が近傍に架線さ れている こ と 、 工事における 電力線への近接はないかなども 合わせて確認する

こ と が重要と なり ます。

・ １ 坪当たり 100  Ｖ・ 100W・ LED 電球、白熱灯、水銀灯（ 反

　 射型） 他１ 灯を 目安と する 。

・ タ イ ムスイ ッ チ、 自動点滅器等の設置によ り 照明時間　

　 等を 制御する などの配慮を 行う 。

・ 照明時間は、 広告主の意向を 確認し たう えで、 深夜時

　 間帯を 不点灯と する など周辺に配慮する 。

・ 電気料金は、 電灯種類、 個数、 電気容量から 試算し 、

　 定額電灯も し く は従量電灯を 選定する 。

　 な お、 照明設備が必要な場合の目安は下記のと おり と

なり ます。

（ お客さ まの要望整理）

　 設置場所、 看板概要、 デザイ ン の訴求ポイ ン ト 、 予算規模、 納期など を 聴取し 基本設計に反映する と

と も に、こ れに基づき 用地を 選定し 、次項の「 法令チェ ッ ク シート 」 に基づき 掲出が可能かを 判断し ます。

注） 詳細は、 静岡市屋外広告物条例を確認し てく ださ い。

(2 )　 事前準備

③ー2　 一搬広告と 案内広告の主要な相違点

特別規制地域 構造物規制 意匠規制

広告物の種類によ る

５ m 以下 条例参照

第１ 種

×

○

×

○

一般広告

案内広告

第 2 種 高さ 面積 建築物等の利用 表示案内

条例参照

案内表示（ 地図）・ 矢印・ 距離・ 誘導文言）の
合計面積が広告面積の１ ／３ 以上

原則片面３ ㎡
以内
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屋外広告物法令チェ ッ ク シート

1 
 

     

チェック項目 要否 確認内容 計画時 着工前 完成後 

屋外広告物条例等 

① 規制地域の確認（広告掲出禁止区域ではないか）  静岡市 HP 

現地調査 

 

   

② 景観計画重点地区の確認     

③ 広告景観整備地区の確認     

④ 広告景観協定地区の確認     

⑤ 地区計画の確認     

⑥ 電気工事士法の確認（広告灯及び電照看板の場合）  製品の確認    

申請手続きは完了したか  申請日    

建築基準法（高さが４ｍを超える場合） 

看板の高さが４ｍを超えていないか（不明瞭な場合の確認）  建築主事    

確認申請は完了したか      

確認済証はあるか  済証発行日    

検査済証はあるか  済証発行日    

廃棄物処理法（建設廃棄物がある場合） 

建設廃棄物の委託契約は締結したか  契約締結日    

マニュフェスト伝票を発行・受領したか  E 票受領日    

建設リサイクル法（請負工事費税込み 500 万円以上の工事の場合） 

発注者の場合は届け出を行ったか  届出日    

元請会社の場合は発注者に対し書面説明を行ったか  書面発行日    

元請会社の場合は発注者に対して完了報告を書面で行ったか  書面発行日    

文化財保護法（埋設文化財発掘の必要がある場合） 

埋蔵文化財発掘の届け出を完了したか  届出日    

農地法（農地転用許可申請が必要な場合） 

屋外広告物に対する除外適用はあるか      

農振法上の区分（白地・青地）はあるか  法規制ﾏｯﾌﾟ    

事前協議が必要ではないか  行政確認    

農地転用許可申請は完了したか     申請日    

道路法（道路占用申請が必要な場合） 

看板設備が道路境界線を越えていないか  位置図確認     

構造計算は道路標識設置基準に合っているか  道路管理者    

許可証はあるか  許可証確認日    

道路交通法（工事に伴い道路使用許可が必要な場合） 

道路上（歩道含む）での作業はないか  請負者確認    

警察署の確認は必要ないか  所轄警察署    

許可証を確認したか  許可証確認日    

河川法（設置場所が河川区域若しくは河川保全区域の場合等） 

所轄行政への確認  河川管理者    

許可証はあるか  許可証受領日    
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

（ 補足説明）

（ 条例第３ 条　 特別規制地域）

① 規制地域の確認

　 規制地域を 確認する 方法は、都市計画イ ン タ ーネッ ト 提供サービ スによ り 、屋外広告物条例を ク リ ッ

ク し 、 でき る だけ大き な縮尺図面で確認を し て下さ い。 また、 静岡市には文化財保護条例があり 屋外

広告物条例の特別規制地域の規制の対象と なり 、 指定さ れた建造物の周囲５ ０ ｍ以内の地域が対象と

なり ます。

② 景観計画重点地区

　 景観法の定めによ り 、 静岡ら し い良好な景観形成を 目指し て静岡市景観計画が策定さ れています。

自然景観・ 歴史景観・ 公共施設等・ 活動景観を 元に地区の区域やゾーン 別の景観形成方針が定めら れ

ており 、 屋外広告物でも 各地区やゾーン ごと に屋外広告物の方針が定めら れており それを 踏まえる 必

要があり ます。 静岡市において、 特に良好な景観形成に取組むために景観計画に位置付けら れた地区

は下記のと おり です。

・ 御幸通り

・ 東静岡駅周辺地区

・ 宇津ノ 谷地区

・ 駿府城公園周辺地区

・ 日の出地区

・ 三保半島地区

景観計画に基づき 広告物の整備に取り 組む地区、 静岡市では下記の通り です。

・ 三保半島広告景観整備地区

・ 御幸通り 周辺広告景観整備地区

・ 東静岡駅周辺広告景観整備地区

④ 広告景観協定地区

　 一定の地域の景観を 維持又は向上を 図る ために、 広告物及び掲出物件に関する 協定を 維持し 、 当該

広告景観協定が適当である 旨の市長の認定を 受ける こ と ができ ます。 静岡市では、 認定を 受けている

地区は下記のと おり と なり ます。

・ 恩田原・ 片山地区屋外広告景観協定地区

　 新規屋外広告物の設置の場合は事前に「 静岡市恩田原。 片山土地区画整備組合」への協議が必要です。

・ 清水港・ みなと 色彩計画

　（ 臨港地区及び臨港地区に近接する 地区） で計画がある 場合は「 清水港・ みなと 色彩計画」 の協議が 

   必要な場合があり ます。 詳細は、 静岡市海洋文化都市政策課にお問合せく ださ い。

⑤ 地区計画

　 地区計画と は、 都市計画法によ る 都市計画全体の骨格を 対象に計画さ れる 都市計画と 個々の建築計

画と の中間的な位置にあり 、 用途地域等の都市計画と の調和を 図り ながら 、 地区の特性に応じ たき め

細かいまち づく り のルールを 定める も のです。 地区計画が定めら れた区域での建築等を 行う 場合着工

の 30 日前に届け出の必要があり ます。

　 こ の届出には屋外広告物も 含まれる 場所も あり ます。 また、 広告物の規制内容は地区計画区域によ

り 異なり ます。 地区計画の地域は静岡市のホームページ内の「 地区計画」 で閲覧でき ます、 該当する

③広告景観整備地区
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場合には、 事前に各地区計画担当事務所への協議が必要と なり ます。

⑥ 電気工事士法

　 広告灯及び電照看板の照明工事を 行う 場合には、 電気工作物の保安に関する 法律を 遵守し なければ

なり ません。

　 特に、「 電気工事士法」 においては、 電気工事の作業に従事する 人の資格おおよ び義務を 定め、 電

気工事の欠陥によ る 災害の発生を 防止する こ と を 目的と し ており 、 電気工事士法では「 電気用品安全

法」 に定めら れた材料を 使用し 「 電気設備の技術基準」 に適合し た電気設備の工事を し なければなら

ないと 定めら れています。

(3 )　 用地交渉

看板設置において用地を 選定する 場合、 次の事項に留意し ます。

・ 設置工事が困難ではないか

・ 他社看板と の位置関係は良いか

・ 屋外広告物条例などに不適合ではないか

・ 近い将来、 周囲の環境が変わるこ と はないか

・ 照明取付けの場合、 電源が近く にあるか、 明るさ が周辺へ悪影響を与えないか

・ 境界確認　 官民境界、 民民境界を確認する

・ 地主立ち合いにより 確認すると と も に、 公図、 登記事項証明書での確認

　 以上に留意し 、 賃貸借契約の交渉に入り ます。 こ の時に、 お客さ ま情報を ある 程度、 先方に知ら せな

いと 後々ト ラ ブルと なる 恐れがある こ と から 、 地主に説明でき る お客さ ま情報を 事前に確認し ておく 必

要があり ます。

　 用地交渉が成立すれば別添の「 賃貸借契約書（ 案）」 において。 賃借面積、 賃借料を 確認し ます。

また、 賃借料の算定に当たっ ては、 実面積、 看板施設の投影面積があり ますが、 現実的には「 実面積」

で周辺地域における 賃借料の価格水準を 参考に算定し ます。

※予定地が不成立の場合は「 新たな候補地」 を探し 広告主と 協議すると いう 繰り 返し になり ます
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

以上の内容に基づき 、 下記の事例のよ う な、 契約書を 「 広告主及び地主」 と 締結し ます。

地主と の契約書例

甲は自己の所有する 地土 （ 以下物件と いう 。） を に賃貸し乙 、 はこ れを の広告看板設置 地と乙 乙 用

し て賃借する 。

物件の表 ： 静岡市○○区○○△△ 借 積： 〇㎡（ 〇坪）示 用 面

契約期間は令和〇年〇 〇 から 令和〇年〇 〇 ま でと する 。月 日 月 日

契約期間満了３ か 前ま でに甲月 、 双 に異議がない場合は乙 方 、 契約期間はさ ら に〇カ年間の効 を力

延 する も のと し 、 以後こ の取り 扱いによ る 。長

賃料は年額金 〇〇、 〇〇〇円と し 、 乙 はこ の契約締結後速やかに、 その後については、 毎年〇月 〇

から 〇 〇 ま での１ 年分を、 その期間に属する 〇 ま でに甲に 払う 。日 月 日 日 支

ただし 、 当該広告の契約が終了し た場合は、 その都度協議する 。

は乙 、 事前に甲の 書によ る 承諾なし に本物件を第１ 条に定める 使文 用 的以外に使 し目 用 、 ま たは本

物件を第三者に転貸し も し く は賃借権を第三者に譲渡し 、 ある いは本物件上に第１ 条に定める 作工

物以外の 作物を設置し てはなら ない。工

本物件に関する 公租公課は甲の負担と する 。

は善良なる 管理者の注意をも って乙 、 甲が設置し た境界標識等の保護に留意し こ れを 損傷し てはな

ら ない。

甲は第２ 条の定めにかかわら ず、 がこ の契約に違反し たと き は、乙 直ちにこ の契約を 解除する こ と ができ る 。

は第２ 条の定めにかかわら ず乙 、 が本物件を 必要と し なく なったと き は甲にその旨の届け出を乙 行

いこ の契約を解除する こ と ができ る 。

第２ 条ま たは前条によ り こ の契約が終了し たと き は、 は乙 自己 の費 と 責任で本物件の原状回復用

を い速やかに本物件を甲に返還する 。行

次の各号の場合については甲、 お互いに誠意をも って協議し 解決する も のと する 。乙

こ の契約の解釈に疑義が じ たと き 。生

こ の契約に定めのない事項が じ たと き生

こ の契約によ る 賃貸借開始後において、 地価の 幅変動その他の事情によ り 賃料が著し く 実情に合大

致し なく なったと 認めら れる に ったと き 。至

甲及び は、 反社会勢 の排除について順守する 。乙 力

こ の契約締結の証と し て本書２ 通を作成し 、 甲 双 各１ 通を保有する 。乙 方

第１ 条

第２ 条

　 　 ２

第３ 条

２

第４ 条

第５ 条

第６ 条

第７ 条

２

第８ 条

第９ 条

①

②

③

第 10  条

○○○○（ 以下甲と いう 。） と 〇〇〇〇（ 以下 と いう 。乙 ） は、 地の賃貸借について次の通り 契約を 締結する 、土

令和〇年〇 〇月 日

甲　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

乙 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

【 地賃貸借契約書の事例】土

収入印紙
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(4 )　 提案～許可申請

① 設計図の作成

設計図は「 正面図（ 道路・ 隣地の確認・ 設置位置）」「 立面図（ 姿・ 全体像）」「 意匠図（ デザイ ン ・

詳細仕様）」「 構造図（ 鉄骨・ 基礎・ 構造計算書等）」 で構成さ れ、 看板製作の元と なり ます。 屋外広

告物申請書への添付義務がある ため必ず作成し なければなり ません。

CHIEFCHECK

DATE

D RA W

NO.PROJECT TITLE DRAW ING T ITLEREV ISIONS

SCALE

2 0 2 ２.  ７. 1 0

本施工図は著作権法により保護されており、無断流用は禁止されております。

公益社団　 静岡県屋外広告協会
奈良間茂

案内板　 地上４ m
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900
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0
0

4
0
0
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0
0
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0

5
0

1： 25

4
0
0
0

150
53

GL GL

角パイ プ 125*125*3.2 角パイ プ 125*125*3.2

看板3000*1000 アン グル枠L40*40*5.0

L40*40*5 .0

アンカ ーM16-4

1500

600

スタ ッ ト 19-3

400

立ち 上がり 主筋D-19-10
フ ープ D-9 100マ

仮固定用アン カ ーボルト
M18-4

ベースプ レ ート
@ 19mm 250*250

4
0
0

400

2
5
0

250

400

ベース 筋D13- 4*6本

主筋dー19 10本
フ ープD-9 100マ

・ ・・・・ ・・・12mm タ ーンパッ ク ル

令和４年度 屋外広告物講習会  建築基準法（工作物確認申請） 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 通常、北を上にして作成します。 

※ 図面の縮尺は特に定められていませんが、通常、1/100 又は 1/200 

※ 基礎、上部が道路内に入っていないか確認してください。 

※ がけ等の影響は問題ないか確認してください。 
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

② 関係官庁申請書について

・ 屋外広告物許可申請書、 道路占用およ び道路使用許可書

　 屋外広告物条例に基づく 許可申請及び道路占用・ 道路使用許可申請を 必要と する 場合は申請手続き 　

　を 行います。

・ 工作物建築確認申請書（ 建築基準法第８ ８ 条）

　 高さ が４ ｍを 超える 看板設置は、 建築基準法に基づき 工作物確認申請の申請手続き を 行ないます。

　工事完了後は完了検査申請を 行い、 完了検査を 受けます。

・ 個別法許可申請については、 P22  の法令チェ ッ ク リ スト を 参照く ださ い。

12345
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施施工工・・作作業業安安全全計計画画書書

件名 請負者

工事
内容

設置場所 現場責任者 関係者 関係者 現場監督者

工期 年 月 日 〜 年 月 日

工事内容

看板種別

高さ

看板寸法

看板面積等

災害発生時
の報告内容

災害発生後直ちに、その後把握の都度報告

その他

①災害発生日時・場所

②被災者の氏名・生年月日・年齢・住所

③災害発生状況および災害の程度

④災害発生後の措置状況

年 月 日

緊急
連絡
体制

緊急連絡先

警察署

消消防署

労基署

病院

請負会社
電話

現場

現場責任者
携帯

自宅

現場監督者
携帯

自宅

現場監督者
携帯

時田悪

工事担当部署
緊急時

緊急時

指導

会社名

電話

会社名

電話

指揮・命令

( 次）

作業員名簿を添付 作業員名簿を添付

請負者が実施する施工・安全上の措置（該当する項目にレ点）

施
工
方
法
・
安
全
対
策

1 作業開始前に作業内容、安全に関する指示及びKY（危険予知）を実施し記録を残す。

2 作業員は保安帽子をかぶり、作業に適した服装・安全装備を着用する。

3 高所作業（作業床が２ｍ以上）には必ず安全帯を使用し、使用前に点検を行う。

4 作業に必要な材料、工具、重機類の点検を行い、整理整頓に心掛ける。

5 公衆及び車両の安全を確保するために「ｾｰﾌﾃｨｰｺｰﾝ」「ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ｣｢ﾄﾗﾛｰﾌﾟ」等により作業場を区画する。
また、標識を設置し安全確保に努める。

６ 梯子、脚立を使用する時は安定した姿勢で作業できるよう固定し、必ず滑止めを使用する。

７ 移動式クレーン（ユニック車含む）を使用する時は、車両を安定した場所に固定して行う。

８ 揚重作業は「ｸﾚｰﾝｵﾍﾟﾚｰﾀｰ」「玉掛け」は有資格が行う。

９ 吊り荷の下に立ち入らない。また、ブーム旋回半径内に立ち入る場合は注意する。

10 高所作業車を使用する時は、「ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ」」は有資格者であること。作業床上では安全帯を着用する。

なお、必要に応じて「安全ネット」「防護柵」等を設置する。

11 高年齢作業者が就労する場合は作業環境と配員に配置するとともに作業内容とそのﾘｽｸについて説明する。

１２ 災害が発生した場合は被災者の救出を最優先に行うとともに、直ちにその内容を報告する。

作業
工程

作業項目
月日

曜

( 次）

(5 )　 許可受領～広告契約

 「 施工・ 作業安全計画書」 を 参考に作業工程も 含めた計画書を 作成し ます。
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２ 章　 屋外広告物の製作の進め方

注） 契約書には収入印紙（ 印紙税を 徴収する ために、 政府が発行し ている 証票） を 貼ら ないと いけない

場合があり ます。 具体的には、 印紙税法が定める 「 課税文書」 に当たる 契約書には、 収入印紙を 貼付す

る 必要があり ます。

　 収入印紙は契約書のどこ に貼っ ても 構いませんが、 冒頭（ タ イ ト ルの横など） や署名欄に貼る ケース

が多いです。 契約書に収入印紙を 貼る 際には、 必ず消印を 行う 必要があり ます。 収入印紙の貼付が義務

と さ れている 契約書に収入印紙を 貼ら ないと 、 税務調査の際に過怠税が課さ れる ほか、 悪質な場合には

刑事罰の対象と なり ます。 なお、 収入印紙の金額は契約金額によ り 決めら れています。

掲出場所： 静岡市○○区〇〇△△

契約期間は令和〇年〇 〇 から 令和〇年〇 〇 ま でと する 。月 日 月 日

契約期間満了３ か 前ま でに甲、 双 に異議がない場合は、 契約期間はさ ら に〇カ年間の効月 乙 方 力

を延 する も のと し 、 以後こ の取り 扱いによ る 。長

広告料  ○○払いと し 、  〇〇〇、 〇〇〇円也金 金

広告料 の 払 は、 払い契約の場合については毎 末ま でに、 年払い契約の場合は〇〇〇ま で金 支 日 月 月

に甲は に 払う 。乙 支

看板デザイ ン制作費は、 看板製作費に含む。

契約期間中の保守管理は の責任において保守管理を い常に良好な状態に保つも のと する 。乙 行

甲及び は、 反社会勢 の排除に遵守する 。乙 力

看板設備の借 地が賃借不能と なった場合は、 本契約は終了する 。用 用

広告料 に係る 消費税は甲の負担と する 。金

本契約について疑義が じ た場合、 ま たは本契約の定めのない事項が じ た場合は、 甲 誠意をも生 生 乙

って協議し て決定する 。

こ の契約締結の証と し て本書２ 通を作成し 、 甲 双 各１ 通を保有する 。乙 方

第１ 条

第２ 条

２

第３ 条

第４ 条

第５ 条

第６ 条

第７ 条

第８ 条

第９ 条

第 10  条

○○○○（ 以下甲と いう 。） と 〇〇〇〇（ 以下 と いう 。乙 ） は、 広告掲出について次の通り 契約を 締結する 。

令和〇年〇 〇月 日

甲　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印
乙 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 印

【 広告契約書の事例】

収入印紙
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６  屋外広告物の保険

　 看板施設の破損によ る 被害者への賠償責任に備える ためにも 、 賠償責任保険の加入について広告主に

説明し ておき まし ょ う 。

看板仕様 対象
吊下 契約が好ましい
屋上・壁面・行灯 同上
野立（建植） 第三者に加害の恐れがあると思われるもの

・幹線道路、駐車場敷地に設置のもの
・集客施設、民家付近に設置のもの
・その他必要に応じて


